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    科目等履修生とは科目等履修生とは科目等履修生とは科目等履修生とは    

科目等履修生とは、本学の学生以外の者で一つまたは複数の授業科目を履修する者をいいます。 

「自由と進歩」という校風のもと、「開かれた法政２１」をヴィジョンとして掲げる法政大学では、生涯学習社

会における社会人等の勉学の機会を広く確保するために、本学で開講している多数の授業科目のうちから、正規

の学生の学修を妨げない限り、教授会の議を経て所定の単位数までの履修を可能にしています。科目等履修が許

可された授業科目については試験を受けることができ、合格すれば正規の修得単位として認定され、本人の申請

により証明書も発行されます。 

 

 

 

 

法法法法    政政政政    大大大大    学学学学    
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１．出願資格１．出願資格１．出願資格１．出願資格 

   本学では、以下の入学資格を有する者の科目等履修を教授会の議を経て許可します（面接等を行う場合があります）。 

（１）高等学校卒業者 

（２）中等教育学校を卒業した者 

（３）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

（４）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

（５）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

（６）専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で 

   文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

（７）文部科学大臣の指定した者 

（８）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定に合格した者を 

   含む） 

（９）その他本大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

 （注）※ 上記の入学資格に関わらず、 

     ①外国人の場合は、「日本語能力試験」１級合格者であること等の諸条件があります。 

      必ず １０．外国人の履修受付について を参照してください。 

     ②教員免許取得、および資格（司書、司書教諭、社会教育主事、学芸員）取得を目的とした科目の履修について

は本学の卒業生（大学院、通教を含む）であることを履修許可の条件とします。 

      必ず ５．履修の制限について を参照してください。 

※ 本学の在籍者（正規の学生）は科目等履修をすることはできません。 

※ 他大学に在籍している学生にあっては、本学が認めた場合に限り、科目等履修を許可します。 

 

２．出願期間２．出願期間２．出願期間２．出願期間    

 ２０１２年４月２日（月）～ ２０１２年４月７日（土） 

  ※郵送による受付は行いません。 

  ※窓口取扱時間は学部によって異なります。「６．出願場所」でご確認ください。 

    

３．出願書類３．出願書類３．出願書類３．出願書類    

（１）科目等履修願・履歴書…大学所定用紙（写真は出願前３ヶ月以内に撮影した、縦3cm×横3cmのもの。 

ただしスナップ写真、その他不鮮明なものは不可） 

（２）最終学歴の卒業証明書、成績証明書、科目等履修時の成績証明書 

※前年度からの継続履修者は必要ありません。 

    ※教職資格の履修相談希望者は、在学中及び卒業後修得分の単位修得証明書（学力に関する証明書）を予め用意の

上、所属予定の学部窓口に相談してください（詳細はＰ６.１１（１）参照）。在学時に修得済の科目であっても、

法令改正等により、現在は教職・資格科目として無効になる科目が存在します。詳細は、所属予定の学部窓口

や、「教職課程履修要綱」、「資格関係科目履修要綱」でご確認ください。 

（３）登録原票記載事項証明書（外国人のみ。在留資格及び在留期間の書いてあるものに限ります。コピー不可） 

（４）「日本語能力試験」１級合格証明書または認定証、もしくは「日本留学試験成績に関する証明書」（外国人のみ。コ 

ピー不可） 

（５）他大学在籍者は、在籍大学における当該年度の履修登録単位数がわかる書類（様式不問） 
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４．履修科目４．履修科目４．履修科目４．履修科目    

市ヶ谷キャンパス 多摩キャンパス 小金井キャンパス 

 

デザイン工学部以外 

市ヶ谷基礎科目 

総合科目 

専門教育科目 
 

 

経済学部 … 総合教育科目 

       専門教育科目 

社会学部 … 学部共通基礎科目 

       学科入門科目 

       コース専門科目 

       学部共通専門科目 

現代福祉学部…総合教育科目 

       専門教育科目 

  

 

工・理工・生命科・ 

情報科学部専門科目 

（演習、実験科目を除く） 

 

 

  

デザイン工学部…共通基礎科目 

        ／基盤科目 

        専門基礎科目 

        専門科目 
 

教員免許取得に必要な科目 … 教職に関する科目、教科に関する科目、教科又は教職に関する科目等 

※ 中学校教員免許については介護等体験が必修です（Ｐ６.１１「教員免許取得希望の方へ」参照） 

資格取得に必要な科目 … 司書、司書教諭、社会教育主事、学芸員        

に関する科目（学芸員の資格は市ヶ谷キャンパスのみ開講）      

資格関係科目は小金井キャンパスで

は開講しません。 

・ グローバル教養学部、スポーツ健康学部、理工学部機械工学科航空操縦学専修の科目は履修できません。 

・ 科目の内容の詳細については履修要綱・シラバス（講義概要）等で確認してください。 

・ 科目等履修生は履修した授業科目につき試験を受けることができます。また試験に合格したときは、授業科目（単位）と

して認定し、本人の請求によって証明書を発行します。 

 

５．履修の制限について５．履修の制限について５．履修の制限について５．履修の制限について    

（１） １年を通じて３０単位を超えて登録することは出来ません。他大学在籍者については、在籍する大学の当該年

度の履修単位数を勘案して科目等履修を許可する単位数を決定します。 

（２） 全ての科目が履修可能であるとは限りません。 

※ 実習をともなう授業や「言語コミュニケーション科目」「演習」など少人数で行う授業については所属予

定の学部窓口で相談してください。 

  （３）下記の授業科目については、受付を次の者に限ります。 

   ① 教員免許取得に必要な科目……… 本学の卒業生（大学院、通教を含む）であること。 

※ 取得可能な免許種類は卒業学部学科で取得可能な免許種類に制限されます。 

※ 教育実習教育実習教育実習教育実習については、実習前年度に「教育実習希望者登録票」を教職・資格窓口（多摩・小金井は各所属

学部窓口）に提出し、実習校から実習受入れの内諾を得た者及び教育実習の事前指導を合格した者に限り

ます。そのため、実習前年度に本学に在学しない方は教育実習を受講できません。 

※ 介護等体験介護等体験介護等体験介護等体験については、前年度に介護等体験の申込書を教職・資格窓口（多摩・小金井は各所属学部窓口）

に提出した者に限ります。そのため、体験前年度に本学に在学しない方は介護等体験を受講できません。 

※ 教職で必要な情報機器の操作の科目（「情報科学実習Ⅰ、Ⅱ」「情報処理演習Ⅰ、Ⅱ」、「コンピュータ入門」

等）については在学生を優先としますので、ご了承願います。在学生の登録後、定員に空きがある場合に

のみ、受講が可能となりますので、科目等履修願の曜日・時限は未記入のまま提出してください（詳しく

は所属予定の学部窓口で相談してください）。 

※ 本学の卒業生以外の者に、教職に関する証明書は発行できません。 

※ 教職に関する証明書は、卒業学部学科で取得可能な免許教科の証明書のみ発行可能です。例えば、文学部

英文学科卒業生に対しては、国語の学力に関する証明書は発行できません。 

     ② 資格取得に必要な科目（司書、司書教諭、社会教育主事、学芸員） ……… 本学の卒業生（大学院、通教

を含む）であること。 

※ 博物館実習Ⅲ博物館実習Ⅲ博物館実習Ⅲ博物館実習Ⅲについては実習前年度までに博物館学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、博物館実習Ⅰ、Ⅱの単位を修得した者に

限ります（2002 年度までに博物館学Ⅰを修得した者は、博物館学ⅠとⅢを修得したものとみなします。

また、実習前年度に「第 1 回博物館実習 III（受講準備）ガイダンス」に出席し、申込みを済ませておく

ことが必要です。そのため、実習前年度に本学に在学しない方は、博物館実習Ⅲを受講できません。詳細
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は別冊の資格関係科目履修要綱を参照してください）。 

※ 本学の卒業生以外の者に資格に関する証明書（単位修得証明書等）は発行できません。 

     ③ 社会福祉士国家試験の指定科目は「実習科目」を除き、受験資格取得を目指しての履修は認められません。 

「ソーシャルワーク実習」（旧：社会福祉援助技術現場実習）および「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（旧：社会 

福祉援助技術現場実習指導・ソーシャルワーク実習指導）の科目は、これらを除くすべての指定科目の単位を修得して現代 

福祉学部を卒業した方のみ、履修を認めます。受験資格取得を目指して出願する場合は、出願前に必ず現代 

福祉学部事務課へ相談してください。なお、精神保健福祉士国家試験の受験資格取得を目指しての指定科目 

履修はすべての科目において認められません。 

     ④ 市ヶ谷基礎科目０群・４群・５群、総合科目の受講は在学生を優先としますのでご了承願います。在学生の

登録後、定員に空きがある場合にのみ受講が可能となります（詳しくは所属予定の学部窓口で相談してくだ

さい）。 

（４）多摩キャンパスにおける「コンピュータ入門」等、在学生が抽選等により受講数を制限されている科目は上記（３） 

①の教職科目であっても、受講できない場合もあります。また、社会学部の情報教育関連実習科目は、履修前提 

科目を修得した者に限られます。 

（５）小金井キャンパス（デザイン工学部を含む）では、下記の授業科目については履修を制限します。 

①演習・実験科目は履修を認めません。 

②教職科目は本学卒業生で、次のａまたはｂに該当する者にのみ履修を限定します。 

ａ．学部在学中に教職専門科目（教科に関する専門科目は除く）１科目以上の単位を修得した者 

ｂ．現在教育関係の職にあり、教員免許状を必要とし、所属長の推薦のある者 

 

６．出願場所６．出願場所６．出願場所６．出願場所    

（１） 本学の卒業生は各卒業学部窓口（第二部経済・社会学部は（２）に準じます） 

（２） 上記以外は履修する科目を主催する学部の窓口 

複数学部に履修希望科目がまたがっている場合はいずれの窓口でもかまいません。 

（３） 各窓口の受付時間は以下の通りです。 

（４） 窓口受付は月曜日～土曜日です。 

 

市 ヶ 谷 キ ャ ン パ ス 

法・経営・国際文化・デザイン工 文・人間環境・キャリアデザイン 

９：００～１７：００ 

（11:30～12:30を除く） 

ただし、土曜日は 

９：００～１２：００ 

９：００～１９：００ 

（11:30～12:30を除く） 

ただし、土曜日は 

９：００～１２：００ 

 

多 摩 キ ャ ン パ ス 小金井キャンパス 

経済・社会・現代福祉 工・理工・生命科・情報科 

９：００～１７：００ 

（11:30～12:30を除く） 

ただし、土曜日は 

９：００～１２：００ 

９：００～１７：００ 

（11:30～12:30を除く） 

ただし、土曜日は 

９：００～１２：００ 

 

７．選考及び許可通知（５月上旬予定）７．選考及び許可通知（５月上旬予定）７．選考及び許可通知（５月上旬予定）７．選考及び許可通知（５月上旬予定）    

   選考は提出された書類及び履修希望科目の受講人数等を勘案し各教授会にて行います。面接等を行う場合もあります。

選考の上、科目等履修生として入学を許可された者には、５月上旬に本人宛て（履歴書記載の現住所）に通知を送付し

ます。入学手続きに関する書類も同封しますので、確実に書類を受理できる住所を履歴書に記入してください。 
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８．入学手続き（５月下旬予定）８．入学手続き（５月下旬予定）８．入学手続き（５月下旬予定）８．入学手続き（５月下旬予定）    

   履修を許可された者は、所定の期日までに下記の入学手続きを行ってください。所定の期日までに入学手続きを行わ

ない場合、履修許可を取り消す場合があります。期日は厳守してください。 

    （１）登録料、履修料及び実習費の振込み 

          登録料、履修料（履修授業科目数に応じた金額）及び実習費を、許可通知に同封する銀行振込用紙で振り込んで 

     ください。※ＡＴＭ（現金自動預払機）利用時は「９．（４）納入方法」を参照ください。 

    （２）下記の書類を各学部窓口へ提出 

       a.  登録料、履修料及び実習費を振り込み後、銀行から受け取った「Ｂ納入済票（大学提出用）」（ＡＴＭ（現金自動 

     預払機）の場合は「ご利用明細」のコピー）を各学部窓口に提出し、それと引き替えに科目等履修生証の交付を 

     受けてください。 

       b.  科目等履修生証用の写真（３ヶ月以内、3cm×3cmサイズ。スナップ写真や不鮮明なものは不可。） 

       c.  住民票（外国人は不要） 

 

９．登録料、９．登録料、９．登録料、９．登録料、履修料履修料履修料履修料及び実習費及び実習費及び実習費及び実習費の納入の納入の納入の納入    

  （１）登録料 

     １０，０００円※継続履修の場合も必要です。 

  （２）履修料（１科目あたり） 

 通年科目 半期科目 

法、文、経営、人間環境、キャリアデザイン、 

市ヶ谷基礎科目・総合科目 

経済、社会、現代福祉学部 

７５，５００円 ３７，７５０円 

国際文化学部 ８４，５００円 ４２，２５０円 

理工・生命科（植物医科学専修を除く）・ 

デザイン工・情報科学部 
１１５，３００円 ５７，６５０円 

生命科学部生命機能学科植物医科学専修 １２１，３００円 ６０，６５０円 

      ※半期科目であっても、２時限連続授業については通年科目として扱います。 

※工学部については理工・生命科（植物医科学専修を除く）・デザイン工学部の履修料を適用します。 

教育実習（法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデ

ザイン・経済・社会・現代福祉学部）  

事前指導 ２５，１７０円 

教育実習 ５０，３３０円 

教育実習（理工・生命科・デザイン工・情報科学部）  

事前指導 ３８，４３０円 

教育実習 ７６，８７０円 

      ※工学部については理工・生命科・デザイン工・情報科学部の教育実習履修料を適用します。 

            （３）実習費 

     次の科目は（１）の登録料、（２）の履修料のほかに、以下の実習費が別途必要です。ただし、介護等体験は、履

修料は不要です。 

     （教職） 

教育実習 ★１ 通年科目 １８，０００円  

介護等体験  １３，０００円 科目の履修料は不要 

物理学実験（コンピュータ活用含む） 通年科目 ５，０００円 

教職理科実験料として 

化学実験（コンピュータ活用含む） 通年科目 ５，０００円 

生物学実験（コンピュータ活用含む） 通年科目 ５，０００円 

地学実験（コンピュータ活用含む） 通年科目 ５，０００円 

     （資格） 

博物館実習Ⅲ ★２ 通年科目 １４，０００円 

    ※そのほか、別途実習料を徴収することがあります。 

       ★１ 例えば、文学部卒業の方が教育実習を履修するためには、①登録料10,000円、②履修料50,330円、③実習費18,000円が必要です。 

       ★２ 例えば、文学部卒業の方が博物館実習Ⅲを履修するためには、①登録料10,000円、②履修料75,500円、③実習費14,000円が必要です。 

 

（４）納入方法  

      登録料、履修料及び実習費の納入は、許可通知に同封する所定の銀行振込用紙で銀行の窓口から振り込んでくだ
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さい。銀行のＡＴＭ（現金自動預払機）を利用して振り込むこともできます。納入期間は許可通知等で確認して

ください。 

     ※ 登録料、科目履修料以外に必要となる各実習料も、上記振込用紙の金額に含まれています。 

     ※ 一旦納入された学費その他は返金いたしません。 

     ※ 金融機関において１０万円を超える現金による振り込みを行う場合には、運転免許証やパスポートなど本人

確認書類の提示が必要となります。ＡＴＭでは１０万円を超える現金による振り込みはできません。ただし

現金でなく預金口座を通じて振り込む場合には、原則としてこの制限はかかりません。詳しくは振り込みを

行う銀行にお問い合わせください。 

 

１０１０１０１０．外国人の履修受付について．外国人の履修受付について．外国人の履修受付について．外国人の履修受付について    

（１）外国人（日本の高等学校を卒業、短期大学又は４年制大学に１ヶ月以上在学した者を除く）で履修を希望する者は、

以下のいずれかの条件を満たしていることを条件とします。 

  ①「日本語能力試験」１級合格者 

  ②「日本留学試験」により一定の成績を修めた者 

（２）入学選考（面接等）を実施します。 

（３）当該年度に１科目以上単位を修得しない場合は、次年度の受講を認めません。 

（４）在留資格（留学）の申請のためには、年間を通して週７科目、実質１０時間以上の履修が必要となります。 

なお、取得の可否については、東京入国管理局によります。 

（５）証明書等の発行は科目等履修受講手続き完了後となります。 

（６）登録原票記載事項証明書の在留期間が、手続き完了時点（２０１２年５月末日）まであることが条件となります。 

（７）経営学部については短大卒業と同等以上の資格も必要です。 
  
  ※ 出願時に「日本語能力試験」１級合格証明書または認定証、もしくは「日本留学試験成績に関する証明書」を必ず

提出してください（コピー不可）。ただし、前年度に受講した外国人が、引き続き履修を希望する場合は、上記証

明書等の提出は不要です。 

 

１１．教員免許取得希望の方へ１１．教員免許取得希望の方へ１１．教員免許取得希望の方へ１１．教員免許取得希望の方へ    

 （１）教職免許取得に必要な科目が不明な方は「学力に関する証明書」を申請いただき、確認の上、出願ください。 

    ※「学力に関する証明書」（１部：２００円）は申請いただいた日から発行までに１週間を要します。 

（２）２０００年４月に新法が適用になってから法政大学では移行期間として旧法課程を開設してきましたが、２００５ 

   年度で移行期間は終了しました。旧法課程で単位を取りきれなかった方は、新法で取り直すという方法が考えられ 

   ますので、その場合は出願学部にて相談してください。 

（３）２００７年の免許法改正により、２００９年４月より免許更新制が導入され、２００９年度以降発行の教員免許状 

   には、有効期間（１０年間）が付されることになりました。更新には講習受講修了が必要です。 

 （４）介護等体験実施対象者：１９９８年４月入学者より中学校の免許取得予定の方は、介護等体験が義務づけられてい 

    ます。詳しくは教職・資格窓口にお問い合わせください。  

    

１２．資格（司書、学芸員、司書教諭）取得希望の方へ１２．資格（司書、学芸員、司書教諭）取得希望の方へ１２．資格（司書、学芸員、司書教諭）取得希望の方へ１２．資格（司書、学芸員、司書教諭）取得希望の方へ    

 （１）司書・学芸員 

    ２００９年４月の各施行規則の一部改正により、２０１２年度から、新課程が適用され、司書、学芸員の資格取得

に必要な科目が変更になります。２０１２年度以降は、旧課程で修得済の単位は一部を除いて、新課程の科目に読み

替えが可能ですが、新課程の複数の科目の履修も必要となります。 

    なお、司書については、２０１２年度は一部の新科目のみ履修可能です（「図書館情報学概論 I」及び「図書館情報

学概論 II」の２科目）。それ以外の新科目については、２０１３年度から履修可能となります（予定）。従って、司書

教諭についても新課程が適用となるため、２０１３年度から履修可能となります。 

 （２）司書教諭 

２００２年３月迄で１９９９年３月以前に履修済みの司書教諭科目の読み替え（みなし措置）については消滅しま

した。よって１９９９年３月以前に履修した科目について同名のものでも再度履修しなければなりませんので注意し
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てください。従って修了証書の申請は現課程のみとなります（修了証書を取得しなければ司書教諭の資格は取得でき

ません）。 

 

１３１３１３１３．その他．その他．その他．その他    

  （１）科目等履修生には、通学定期や教育実習に関する「通学証明書」や「学割証」は発行しません。 

  （２）履修希望科目について、入学許可通知の到着以前であっても、４月より開始する授業に出席して構いません。 

詳しくは所属予定の学部窓口で確認ください。   

  （３）出願にあたって必要な氏名、住所その他の個人情報は、科目等履修生としての学籍管理および関連する業務を行

うために利用し、他の目的では使用いたしません。 

  （４）グローバル教養学部の卒業生は出願要項が本冊子とは異なりますので、グローバル教養学部窓口にお問い合わせ

ください。 

 


